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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■HP 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■M 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

だ
さ
い
。

怯
共
通

〔
自
己
負
担
額
〕
通
院
1
回
に
つ
き

2
0
0
円
、
入
院
1
日
に
つ
き
2
0

0
円
、
保
険
調
剤
は
無
料
。

※
市
区
町
村
民
税
所
得
割
が
課
税
さ

れ
て
い
な
い
世
帯
は
、
自
己
負
担
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所
得
制
限
は

設
け
て
い
ま
せ
ん
。

〔
8
月
か
ら
対
象
学
年
を
拡
大
〕

　
8
月
か
ら
対
象
を
中
学
3
年
生
ま

で
拡
大
し
ま
す
。
詳
し
く
は
準
備
が

整
い
次
第
、
対
象
者
に
通
知
し
ま
す
。

■問 
子
育
て
支
援
課
児
童
家
庭
班
（
〒

2
7
0
―
1
3
9
6
印
西
市
大
森
2

3
6
4
―
2
・
緯
内
線
2
4
2
・
2

4
5
）。

　
歳
以
上
の
人
を
対
象
に

65「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
送
付

　
市
で
は
、
日
常
生
活
に
必
要
な
生

活
機
能
の
低
下
が
な
い
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
、

対
象
と
な
る
人
に
送
付
し
ま
す
。

■対 
要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
を
除
く

　
歳
以
上
の
人
。

65〔
実
施
方
法
〕
4
月
下
旬
（
予
定
）

に
送
付
す
る
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

に
記
入
後
、
返
信
用
封
筒
で
指
定
の

期
日
ま
で
に
左
記
ま
で
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。

※
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
結
果
、

生
活
機
能
の
低
下
が
あ
っ
た
人
に
は
、

運
動
機
能
向
上
や
認
知
症
予
防
な
ど

に
関
す
る
介
護
予
防
事
業
の
案
内
を

送
付
し
ま
す
。

■問 
介
護
福
祉
課
生
き
が
い
支
援
班

（
緯
内
線
2
7
2
）。

災
害
援
護
資
金
を
貸
し
付
け

　
千
葉
県
市
町
村
事
務
組
合
で
は
、

災
害
援
護
資
金
を
貸
し
付
け
ま
す
。

■対 
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受

け
た
世
帯
で
、
所
得
制
限
額
に
満
た

な
い
世
帯
の
世
帯
主
。

■他 
災
害
の
被
害
に
よ
り
貸
し
付
け
。

し
て
く
だ
さ
い
。

※
参
加
経
費
の
助
成
な
ど
あ
り
。
募

集
要
領
な
ど
を
、
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

■問 
　
千
葉
県
社
会
福
祉
協
議
会
地
域

（福）
福
祉
推
進
部
地
域
福
祉
推
進
班
（
緯

0
4
3
―
2
4
5
―
2
2
0
8
）。

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

　
市
で
は
、
市
内
に
住
所
の
あ
る
小

学
校
3
年
生
ま
で
の
保
護
者
に
、
医

療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

〔
受
診
の
方
法
〕
健
康
保
険
証
と
一

緒
に
、
市
が
発
行
す
る
「
受
給
券
」

を
医
療
機
関
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

受
給
券
に
記
さ
れ
た
自
己
負
担
額
の

み
を
窓
口
で
請
求
さ
れ
ま
す
（
保
険

対
象
外
の
も
の
は
自
己
負
担
）。

■申 
事
前
に
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各

支
所
市
民
福
祉
課
で
申
請
し
、「
子

ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券
」
の
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
（
郵
送
は
子
育

て
支
援
課
ま
で
）。

児
童
医
療
費
助
成
制
度

　
市
で
は
、
小
学
4
年
生
か
ら
6
年

生
ま
で
を
対
象
に
、
児
童
医
療
費
助

成
制
度
を
行
っ
て
い
ま
す
。

〔
受
診
の
方
法
〕
医
療
機
関
な
ど
で

健
康
保
険
証
を
提
示
し
、
3
割
を
負

担
し
て
い
た
だ
き
、
後
日
償
還
払
い

の
申
請
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■申 
事
前
に
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各

支
所
市
民
福
祉
課
窓
口
で
受
給
資
格

の
登
録
手
続
き
が
必
要
で
す
（
郵
送

は
子
育
て
支
援
課
ま
で
）。

※
小
学
4
年
生
の
う
ち
、
旧
子
ど
も

医
療
の
登
録
済
み
の
人
は
、
新
た
な

手
続
き
は
不
要
。
転
入
な
ど
で
登
録

の
な
い
人
は
申
請
が
必
要
で
す
。

※
4
月
末
ま
で
に
申
請
の
手
続
き
を

し
な
い
場
合
、
受
給
資
格
は
申
請
日

か
ら
と
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

※
雨
天
時
は
中
止
。

■場 
松
山
下
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（
オ

ム
ニ
コ
ー
ト
4
面
）。

■対 
市
内
在
住
ま
た
は
市
硬
式
テ
ニ
ス

連
盟
加
盟
者
で
、
原
則
全
日
程
受
講

可
能
な
人
。

■定 
　
人
。

80
■費 
中
学
生
以
下
5
0
0
円
、
高
校
生

以
上
1
街
5
0
0
円
（
初
回
に
徴

収
）。
硬
式
テ
ニ
ス
連
盟
加
盟
者
は

無
料
。

■他 
テ
ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト
・
シ
ュ
ー
ズ
は

各
自
で
用
意
。

■申 
4
月
　
日
臥
～
　
日
臥
に
松
山
下

16

30

公
園
総
合
体
育
館
事
務
室
に
あ
る
申

込
用
紙
に
記
入
し
、
左
記
ま
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■問 
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
振
興
班
（
緯
碓42 

8
4
1
7
）。

第
　
回
北
総
ウ
ォ
ー
ク

25
　
春
風
を
受
け
て
健
康
的
に
身
体
を

動
か
し
な
が
ら
、
北
総
線
沿
線
の
歴

史
と
自
然
に
親
し
み
ま
せ
ん
か
。

　
当
日
は
し
ろ
い
七
福
神
 菖
蒲
 ま
つ

し
ょ
う
ぶ

り
も
楽
し
め
ま
す
（
北
総
線
沿
線
地

域
活
性
化
協
議
会
後
援
）。

■時 
5
月
8
日
蚊
・
午
前
9
時
～
　
時
10

　
分
受
け
付
け
（
受
け
付
け
後
、
順

30次
ス
タ
ー
ト
）。

※
小
雨
決
行
、
荒
天
の
場
合
は
中
止
。

■場 
北
総
線
西
白
井
駅
北
口
ロ
ー
タ

リ
ー
集
合
。

■費 
無
料
。

〔
コ
ー
ス
〕
西
白
井
駅
→
愛
宕
神
社
→

鷲
神
社
→
来
迎
寺
・
折
立
菖
蒲
園
→

秋
本
寺
→
熊
野
神
社
→
佛
法
寺
→
白

井
市
文
化
セ
ン
タ
ー
（
約
　
娃
）。

12

■他 
完
歩
者
に
完
歩
証
と
飲
み
物
、
粗

品
を
進
呈
。

■申 
当
日
現
地
に
て
受
け
付
け
。

■問 
北
総
鉄
道
㈱
運
輸
部
（
緯
0
4
7

―
4
4
5
―
7
1
6
1
）。

貸
付
限
度
額
と
所
得
制
限
額
は
右
表

を
参
照
。

■申 
市
社
会
福
祉
課
厚
生
班
へ
6
月
　30

日
牙
ま
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■問 
市
社
会
福
祉
課
厚
生
班
（
緯
内
線

2
5
5
）、
千
葉
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
（
緯
0
4
3
―
3
1
1
―
4

1
7
5
）。

硬
式
テ
ニ
ス
教
室

【
一
般
／
シ
ニ
ア
＆
ジ
ュ
ニ
ア
】

■時 
5
月
　
日
蚊
、　
日
蚊
、　
日
蚊
、

15

22

29

6
月
5
日
蚊
（
全
4
日
間
）・
午
前

9
時
～
　
時
（
受
け
付
け
は
8
時
　

11

30

分
～
）。

平成２３年（２０１１）４月１５日号（２）

募
集

福
祉

胸災害援護資金の貸付限度額胸
貸付限度額災害による被害の種類および程度
150万円世帯主の負傷世帯主が、療

養に要する期
間が概ね１月
以上の負傷を
した場合

250万円家財価額の概ね
３分の１以上の損害

270万円住居が半壊
350万円住居が全壊

150万円家財価額の概ね
３分の１以上の損害上記以外の世

帯主の負傷の
場合、または
世帯主の負傷
がない場合

170万円住居が半壊
250万円住居が全壊

350万円住居の全体が滅失も
しくは流失

胸災害援護資金の所得制限額胸
所得限度額世帯の人数

　220万円１人

　430万円２人

　620万円３人

　730万円４人

730万円＋30万円
×（世帯人数―4人）５人以上

1,270万円住居が滅失
した場合

ス
ポ
ー
ツ

障
害
福
祉
計
画
策
定
委
員

　
市
で
は
、
平
成
　
年
度
に
印
西
市

23

障
害
福
祉
計
画
を
策
定
す
る
た
め
、

策
定
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
こ
の
計
画
は
、
地
域
の
実
情
を
踏

ま
え
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

提
供
体
制
の
確
保
を
図
る
も
の
で
、

市
民
参
画
と
協
働
に
よ
り
障
害
者
と

共
に
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
を
図
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

■対 
市
内
在
住
の
　
歳
以
上
の
人
で
、

20

年
3
回
の
会
議
（
原
則
と
し
て
平
日

の
昼
間
に
開
催
）
に
出
席
で
き
る
人
。

■定 
3
人
以
内
。

〔
任
期
〕
委
嘱
の
日
か
ら
平
成
　
年
24

3
月
　
日
ま
で
。

31

〔
報
酬
〕
7
街
5
0
0
円
／
日
。

■申 
5
月
　
日
画
（
当
日
消
印
有
効
）

20

ま
で
に
、
①
審
議
会
な
ど
の
委
員
応

募
申
込
書
（
定
め
ら
れ
た
様
式
に
必

要
事
項
を
す
べ
て
記
入
）
②
小
論
文

（「
障
が
い
者
と
共
に
暮
ら
す
私
の

想
い
」
と
題
し
て
原
稿
用
紙
に
8
0

0
字
程
度
で
ま
と
め
た
も
の
）
を
左

記
ま
で
郵
送
。

※
関
連
書
類
は
左
記
窓
口
お
よ
び
各

支
所
に
設
置
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

※
選
考
結
果
は
全
員
に
通
知
。
面
接

な
ど
を
実
施
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■問 
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
班
（
〒
2

7
0
―
1
3
9
6
印
西
市
大
森
2
3

6
4
―
2
・
緯
内
線
2
5
7
）。

地
域
福
祉
計
画
策
定
委
員

　
印
西
市
の
地
域
福
祉
を
推
進
す
る

「
印
西
市
地
域
福
祉
計
画
」
を
策
定

す
る
た
め
、
み
な
さ
ん
に
多
く
の
意

見
を
い
た
だ
き
内
容
を
検
討
す
る
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

■対 
市
内
在
住
の
満
　
歳
以
上
（
4
月

20

1
日
現
在
）
の
人
で
、
年
数
回
の
会

議
（
原
則
と
し
て
平
日
の
昼
間
に
開

催
）
に
参
加
で
き
る
人
。

■定 
3
人
以
内
。

〔
任
期
〕
委
嘱
の
日
か
ら
平
成
　
年
24

3
月
　
日
ま
で
。

31

〔
報
酬
〕
7
街
5
0
0
円
／
日
。

■申 
5
月
　
日
画
（
当
日
消
印
有
効
）

20

ま
で
に
①
審
議
会
な
ど
の
委
員
応
募

申
込
書
（
必
要
事
項
を
す
べ
て
記

入
）
②
小
論
文
（「
地
域
の
た
め
に

私
が
で
き
る
こ
と
」
と
題
し
て
原
稿

用
紙
に
8
0
0
字
程
度
で
ま
と
め
た

も
の
）
を
添
え
て
、
左
記
ま
で
郵
送

ま
た
は
持
参
。

※
関
連
書
類
は
左
記
窓
口
お
よ
び
各

支
所
に
設
置
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

※
選
考
結
果
は
全
員
に
通
知
。
面
接

な
ど
を
実
施
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■問 
社
会
福
祉
課
厚
生
班
（
緯
内
線
2

5
5
）。

「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
熊
本

2
0
1
1
」へ
の
参
加
選
手
な
ど

　
高
齢
者
の
健
康
水
準
の
向
上
、
社

会
参
加
意
欲
、
生
き
が
い
の
高
揚
な

ど
を
図
り
、
活
力
あ
る
長
寿
社
会
を

実
現
す
る
こ
と
を
目
的
に
、　
月
に

10

熊
本
県
で
開
催
さ
れ
る
「
ね
ん
り
ん

ピ
ッ
ク
熊
本
2
0
1
1
」
へ
千
葉
県

代
表
と
し
て
参
加
す
る
選
手
な
ど
を

募
集
し
ま
す
。

■時 
　
月
　
日
画
～
　
日
峨
。

10

14

18

■対 
県
内
在
住
（
原
則
と
し
て
千
葉
市

を
除
く
）
の
　
歳
以
上
（
昭
和
　
年

60

27

4
月
1
日
以
前
の
生
ま
れ
）
の
人
。

〔
募
集
種
目
（
一
般
公
募
種
目
）〕

①
ゴ
ル
フ
・
3
人
（
4
泊
5
日
）
②

マ
ラ
ソ
ン
3
娃
・
2
人
（
3
泊
4
日
）

③
マ
ラ
ソ
ン
5
娃
・
2
人
（
3
泊
4

日
）
④
マ
ラ
ソ
ン
　
娃
・
2
人
（
3

10

泊
4
日
）
⑤
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
・
5

人
（
3
泊
4
日
）
⑥
ボ
ウ
リ
ン
グ
・

4
人
（
4
泊
5
日
）。

〔
選
考
方
法
〕
書
類
選
考
。

■申 
4
月
　
日
我
～
5
月
　
日
峨
に
、

20

31

市
介
護
福
祉
課
で
配
布
す
る
「
申
込

書
、
健
康
調
査
票
」
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
市
介
護
福
祉
課
ま
で
提
出

　市では、弁護士による法律相
談を行っています。
　主に、金銭・相続、不動産の賃
貸借、売買、損害賠償など法律上
の相談に応じます。
■時 ①毎月第２金曜日②第４火曜
日・いずれも午前10時～正午、
午後1時～３時（祝日を除く）。
■場 市役所会議棟2階。
■定 ①１０人②２０人。
■申 当日・午前８時４５分から受け
付け（先着順）。
※電話などでの事前予約は不可。
※４月から、第４火曜日の相談
は弁護士２人により相談体制を
充実させています。
■問 市民課窓口班（緯内線238）。

法　律　相　談

講
座
・
催
し


